
平成３０年２月定例農業委員会議議事録 

 

開会 ２月２３日（金）午前９時 

   (欠席委員)増岡委員 

   (事務局出席者)廣戸事務局長、原田次長、加藤主幹、鈴木副主幹、川野

主事 

   (傍聴人) ０名 

議 長：それでは、２月の定例農業委員会議を開催します。 

本日は、増岡委員から欠席の旨の届け出を受けておりますので、現在

の出席農業委員は１１名、農地利用最適化推進委員は９名です。 

議事に入る前に、本日の会議の議事録署名委員を指名します。 

６番、野々山委員、７番、伊藤委員、よろしくお願いします。 

それでは、議事に入ります。 

議案第４０号、農地法第５条の規定による許可申請について、事務局

から説明を求めます。 

 

【議案第４０号、農地法第５条の規定による許可申請の意見について】 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありました番号１、福田の件につきまして、

地元の酒井委員から御意見をお願いします。 

酒井委員：はい。この件は、昨年の１２月に農振除外で審議し、了承されている

一件です。申請者が事業を行っていくなかで、場所が不足してしまって

いるということで、今回、拡張の申請が出されたということになります。

地主さんともお話しをしましたが、特に問題はなく、排水等も問題はな

いということで了承しております。よろしくお願いします。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

加納委員：申請地は第１種農地であり、今回は既存施設の拡張であるため、やむ

を得ないという説明がありましたが、やむを得ないという理由はどこま

で適応されるのですか。 

事務局：失礼します。今回、やむを得ないというところでお話しさせていただ

いたことにつきましては、審査基準のところで既存施設の拡張という、

要件でございます。その集落に居住される方、そこで事業される方で、

事業の継続や、生活の継続をしていく上で、敷地を拡張して事業拡大



を行いたいという場合に合致しますということです。立地的な場所に

ついても、既存の駐車場兼事務所が既にあり、事業活動をされている

状況ですので、やむを得ない事業拡大の一環だということで判断させ

ていただきました。以上でございます。 

加納委員：そうなると、今後もまた、事業拡張をしたいという話になってくる可

能性があるわけですか。 

事務局：実際、事業が好調であれば、そういった可能性もないわけではござい

ません。ただ、農業上の集団性を保てないだとか、土地改良事業に支

障があるだとか、排水路に支障があるといった、農業上支障があると

いう場合については、農振除外並びに農地転用をするべきじゃないと

いう判断がされることもあります。以上でございます。 

議 長：はい。そのほかにございませんか。 

それでは、ほかに意見がないようでありますので、番号１について採

決をとります。 

番号１について、県に対し進達するに当たり、適当であると意見を付

すことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：全員賛成により、番号１について適当であると意見を付し、県に対し

進達することとします。 

続きまして、番号２、明知下の件につきまして、地元の深谷委員から

御意見をお願いします。 

深谷(良)委員：はい。この土地の現況を確認してきました。申請者さんの家へと進入

するための通路が、登記簿上農地となっており、今回、土地の整理を

行いたいということになります。 

住宅への出入り口が他にないものですから、許可をして、土地の整理

をしていかないと、ここに住んでおられる方が利用できなくなってし

まいますので、これも必要なことかなと思います。以上でございます。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、意見等がないようでありますので、番号２について採決を



とります。 

番号２について、県に対し進達するに当たり、適当であるという意見

を付すことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、ありがとうございます。全員賛成により、番号２について適当

であると意見を付し、県に対し進達することとします。 

続きまして、番号３、莇生の件につきまして、地元の小河委員から意

見をお願いします。 

小河委員：はい。申請地のすぐ北側が現在、申請者の使用している土地になって

おります。今回の申請で資材置き場を拡張するということで、事務局

の判断にもありましたように、認めるのが妥当だと思います。以上で

す。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は挙

手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、意見等がないようでありますので、番号３について採決を

とります。 

番号３について、県に対し進達するに当たり、適当であると意見を付

すことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、ありがとうございます。全員賛成により、番号３について適当

であると意見を付し、県に対し進達することとします。 

 

《採決結果：議案第４０号 全員賛成３件》 

 

議 長：続きまして、議案第４１号、相続税の納税猶予に係る証明願について、

事務局から説明を求めます。 

 

【議案第４１号 相続税の納税猶予に係る証明願について】 



事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：はい。ただいま、事務局から説明がありました番号１、三好下の件に

つきまして、地元の野々山委員から御意見をお願いします。 

野々山委員：先ほど、事務局からも説明がありましたが、この案件の土地につきま

しては、今まで、申請者の方が自ら水稲の作付けを行っていたところで

ございます。しかし、昨年の春に体調を崩されまして、維持管理等が困

難になったということで、先月の農業委員会におきまして、利用権設定

を結び、承認された土地でございます。現地につきましては、耕起等も

され、水稲の作付けの準備がされておりましたので、今回の証明書を発

行することについては問題がないと思っております。以上です。 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま、地元委員から説明がありましたが、御意見等のある委員は

挙手の上、発言をお願いします。よろしいでしょうか。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

番号１について、証明書を発行することに賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：はい、全員賛成により、番号１については証明書を発行することとし

ます。 

 

《採決結果：議案第４１号 全員賛成１件》 

 

議 長：議案第４２号につきましては、議事参与の制限に該当しますので、該

当委員は退席をお願いします。 

（該当委員退席） 

議 長：それでは、議案第４２号、農用地利用集積計画の決定について、事務

局から説明を求めます。 

 

【議案第４２号 農用地利用集積計画の決定について】 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：ただいま事務局から説明がありましたが、全体を通して御意見のある



委員は挙手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

本件について、採決します。 

計画の決定に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：ありがとうございます。全員賛成により決定することとします。 

(該当委員着席) 

 

《採決結果：議案第４２号 全員賛成１件》 

 

議 長：はい、それでは、議案第４３号、農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針（案）について、事務局から説明を求めます。 

 

【議案第４３号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針（案）について】 

事務局：《議案書に基づき説明》 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたが、全体を通して御意見等のあ

る委員は挙手の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、御意見等がないようでありますので、採決に移ります。 

本件について、採決します。計画の決定に賛成な委員は挙手をお願い

します。 

 

（全員賛成） 

 

議 長：ありがとうございます。全員賛成により、決定することとします。 

 

《採決結果：議案第４３号 全員賛成１件》 

 



議 長：続きまして、事務局から報告をお願いします。 

 

［事務局報告］ 

ア 平成３０年１月分農地改良届出の受理状況について 

イ 平成３０年１月分農地転用届出の受理状況について 

 

議 長：はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明がありましたが、御質問等のある委員は挙手

の上、発言をお願いします。 

 

（質問、意見等なし） 

 

議 長：それでは、以上で予定していました議事は全て終了いたしました。 

これをもちまして議長の職を終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

事務局：ありがとうございました。 

それでは、その他事項につきまして３点ほど事務局のほうから説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

  １ 農地利用最適化の活動並びに交付金制度について 

  ２ 荒廃農地に係るの取扱いについて 

  ３ 視察研修の報告について 

 

事務局：以上をもちまして、２月定例農業委員会議を終了いたします。 

一同、御起立ください。 

一同、礼。ありがとうございました。 

（閉会午前１０時３０分） 

 


